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議案第７８号 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年１０月２６日提出 

 

西条市長  玉 井  敏 久 
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西条市手数料条例の一部を改正する条例 

西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 単

位 

金額 摘要 

１ ～ １ ０ ７  

（略） 

   

１０８ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第５条

第６項又は第

７項の規定に

基づく長期優

良住宅維持保

全計画の認定

の申請に対す

る審査 

１

件

に

つ

き 

１ ０ ７ の

項種類欄(2)

の ア 又 は イ

に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 手

数 料 の 金 額

と 同 一 の

額 。 こ の 場

合 に お い

て 、 同 項 種

類欄(2)のア

中 「 確 認 書

の 交 付 を 受

け て い る 場

合 」 と あ る

のは、「確認

書 の 交 付 を

受 け て い る

場 合 又 は 同

条 第 ４ 項 の

規 定 に よ り

当 該 住 宅 の 

 

種類 単

位 

金額 摘要 

１ ～ １ ０ ７  

（略） 

   

１０８ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第５条

第６項又は第

７項の規定に

基づく長期優

良住宅維持保

全計画の認定

の申請に対す

る審査 

１

件

に

つ

き 

１ ０ ７ の

項種類欄(2)

の ア 又 は イ

に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 手

数 料 の 金 額

と 同 一 の

額 
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  構 造 及 び 設

備 が 長 期 使

用 構 造 等 で

あ る 旨 が 記

載 さ れ た 同

法 第 ５ 条 第

１ 項 に 規 定

す る 住 宅 性

能 評 価 書 の

交 付 を 受 け

て い る 場 合

」とする。 

 

１０９ （略）    

１１０ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第８条

第１項の規定

に基づく長期

優良住宅維持

保全計画の変

更の認定の申

請に対する審

査 

１

件

に

つ

き 

１ ０ ７ の

項種類欄(2)

の ア 又 は イ

に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 手

数 料 の 金 額

の ２ 分 の １

に 相 当 す る

金 額 。 こ の

場 合 に お い

て 、 同 項 種

類欄(2)のア

中 「 確 認 書

の 交 付 を 受

け て い る 場

合 」 と あ る

のは、「確認

書 の 交 付 を

受 け て い る

場 合 又 は 同 

(略) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０９ （略）    

１１０ 長期優

良住宅の普及

の促進に関す

る法律第８条

第１項の規定

に基づく長期

優良住宅維持

保全計画の変

更の認定の申

請に対する審

査 

１

件

に

つ

き 

１ ０ ７ の

項種類欄(2)

の ア 又 は イ

に 掲 げ る 場

合 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 手

数 料 の 金 額

の ２ 分 の １

に 相 当 す る

金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 
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  条 第 ４ 項 の

規 定 に よ り

当 該 住 宅 の

構 造 及 び 設

備 が 長 期 使

用 構 造 等 で

あ る 旨 が 記

載 さ れ た 同

法 第 ５ 条 第

１ 項 に 規 定

す る 住 宅 性

能 評 価 書 の

交 付 を 受 け

て い る 場 合

」とする。 

 

１１１～１１９

 （略） 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１～１１９

 （略） 

   

   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の

申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお

従前の例による。 
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提案理由 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第６

項又は第７項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査及

び同法第８条第１項の規定に基づく同計画の変更の認定の申請に対する審査に係る手

数料について、県内の他の特定行政庁と同様の取扱いとするため、所要の条例改正を

行おうとするものである。 

 

関係法令 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（手数料） 

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のために

するものにつき、手数料を徴収することができる。 

（分担金等に関する規制及び罰則） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこ

れを定めなければならない。（以下略） 

２、３ （略） 

 

 


